
 

 

８．総務省の行政相談制度について 
（第７回苦情処理・監視専門調査会資料より抜粋） 
 
 

行 政 相 談 制 度 の 概 要 
 
１ 機 能：国民の行政に関する苦情や意見、要望を受け付け、関係行政機

関等にあっせんを行い、その解決や実現を促進するとともに、行

政の制度及び運営の改善を推進。 
【資料１】 

 
２ 受付体制 

① 本省∑管区局∑事務所の行政相談課（行政苦情 110番）等 

  インターネットでも受付け 

② 行政相談委員 

 ○ 総務大臣が民間有識者を委嘱。 

○ 国民の身近な相談窓口として全国の市区町村に少なくとも１人配置。 

定数：5,046人 

③ 総合行政相談所、一日合同行政相談所等 
【資料２～４】 

 
３ 受付事案 

 ○ 件 数：年間約 20万件（うち行政相談委員受付が約７割） 

 ○ 事 案：道路、社会福祉、鉄道∑旅客運輸、医療保険∑年金等国民生活

に身近な苦情が多い。 
【資料５  】 

 
４ 行政苦情救済推進会議 

○ 開催目的：行政制度及び行政運営の基本に係る苦情について、高い識見

を有する公平な第三者の意見を聴取し、的確かつ効果的な処理を

推進。 

○ メンバー：味村治（座長）他６名 

○ 取扱事案：推進会議の意見を踏まえ、これまでに 57件の事案について関

係機関に改善方をあっせん。 
 

 
５ 男女共同参画に関する相談の受付状況 

 ○ 件 数：本年度上半期の受付件数は約 50件。 

○ 事 案：主な内容は、ⅰ)男女共同参画の視点に立った社会制度∑慣行の

見直し、ⅱ)雇用等の分野における男女の均等な機会の確保、ⅲ)

女性に対する暴力等に関する要望あるいは制度等の問合せ。 



 

  

 
資料１ 

総務省の行政相談の仕組み 
 

国 民 （ 相 談 者） 
  
 
 
 
行政相談委員 
・総務大臣から委嘱

された全国約 5,000

人の行政相談委員

が市(区)町村に配

置され、活動。 

・行政相談委員は、

総務大臣に対し、行

政運営の改善につ

いての意見を述べ

ることができる。 
 
 

行政評価・
苦情が多発

る事案等に

は、行政評価

機能を活用し

的な解決を促

 
 
 
 

国の行政機関等 
〔特 色〕 
○ 国の行政活動全般に及ぶ幅広い苦情に対処 
○ 行政相談委員及び管区行政評価局・行政評価事務所に
クを活用して受付、解決 
○ 行政の制度・運営の改善による広範な救済の実現 
 
 

管区局・事務所 
窓口、行政苦情 110

番及びｲﾝﾀｰﾈｯﾄで受
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資料２ 
 

行政相談委員制度 
 
趣 旨：行政に関する苦情の相談に応じる窓口が役所に限定されていては、大多

数の国民にとって地理的に不便であり、また、気軽さや親しみが薄いこと
もあり、国民の身近なところで気軽に相談できる窓口を開くため、設置。 

 
職 務：○ 行政相談委員は、担当する市（区）町村の住民から国の行政機関等

の業務に関する苦情の相談を受けて、申出人に必要な助言を行ったり、
関係行政機関等にその苦情を通知するほか、管区行政評価局・行政評
価事務所と連絡を取りつつ、その解決を促進。また、国民から寄せら
れる行政に関する制度・手続についての問合せに回答する等行政に関
する様々な相談に対応。 

    ○ 総務大臣に対し業務の遂行を通じて得られた行政運営上の改善に
関する意見を述べることにより、行政運営の改善に貢献。 

 
委 嘱：○ 行政相談委員は、行政相談委員法（昭和 41年法律第 99号）に基づ

き、社会的信望があり、かつ、行政運営の改善について理解と熱意を
有する者の中から総務大臣が委嘱。 

    ○ 行政相談委員は、無報酬のボランティア。 
 
配 置：全国の市（区）町村に少なくとも１人（全国 5,046人）を配置。 
 
活 動：○ 行政相談委員は、「自宅」において面談や電話で相談を受け付ける

ほか、「定例相談所」（町村役場、公民館等住民の利用しやすい場所を
選んで定期的に開設。平成 12年度は 4万 500か所）、「巡回相談所」
（町村役場の支所・出張所等の市（区）町村内の各地を巡回して開設。
12年度は 5,731か所）を開設し、年間約 14万１千件、総務省全体の
受付件数の約 70％を受付け。 

    ○ 行政相談委員は、自らが中心となって、民生委員、人権擁護委員等
各種委員との連絡、協議の場を設け、相談事案の相互連絡を行うとと
もに、合同で相談所を開設するなど各種の相談委員制度が有機的に機
能するよう活動。（12年度は協議会 2,404回開催）



 

   

 
資料３ 

 

行政相談委員の年齢別配置及び女性委員の割合 
 
行政相談委員の年齢別配置状況（平成 13年 9月） 
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女性行政相談委員の割合の推移 

24.2%

25.9%
26.7%

27.8%

29.3%

30.5%

22.0%

23.0%

24.0%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%

平成3年 平成5年 平成7年 平成9年 平成11年 平成13年

 



 

   

 
 

行政相談委員の研修体系等 
○ 一般研修 

名称 実施機関 対象 目 的 研修内容 
新任委

員委嘱

時研修 

管区行政評

価局及び行

政評価事務

所 

新規委嘱委員  委員としての使

命の自覚、業務遂

行に必要な心構え

及び基本的知識、

技能を付与。 

行政相談制度、

行政相談委員業

務、事案処理に必

要な基礎的実務。 

委員第

１部研

修 

（同上） 新任委員委嘱時研

修修了後、６か月

を経過した者 

 的確な事案処理

を行うに必要な実

践的知識、技能の

付与。 

事例研究、応接

技法 

委員第

２部研

修 

管区行政評

価局 
委員第１部研修修

了後、２年を経過

した者 

 業務遂行に必要

な専門的知識、技

能の付与及び委員

相互の啓発・交流 

事例研究、効果

的な委員活動 

中央研

修 
行政評価局 委員第２部研修修

了者で、委員のリ

ーダーとして活躍

が期待できる者 

 地域リーダーと

して活動するため

に必要な知識の付

与及び自覚の養成 

リーダーとして

の役割、効果的な

委員活動、事例研

究 
○ 特別研修 
管区行政評価局及び行政評価事務所が、特定の行政相談委員、テーマ等につ

いて、必要に応じ実施。 
○ 行政相談委員自主研修会 
行政相談委員による自主的な研修会で、都道府県単位又はこれをいくつかに

分けたブロック単位で実施。また、30管区局・事務所では、女性委員による行
政相談委員女性懇話会等の自主団体を組織し、研修会の開催、機関紙の発行等
を実施。 
○ 男女共同参画に関する認識を高めるための研修の実施状況 
 ・ 男女雇用機会均等法の解説資料を全委員に配布（平成 10年８月） 
 ・ 男女共同参画社会の形成、男女共同参画社会基本法等をテーマとする「特
別研修」の実施（11年度以降、毎年度） 

 ・ 「男女共同参画の視点から 苦情処理Ｑ＆Ａ」（苦情処理研修研究会編）
を活用した「行政相談委員研修会」の実施（13年度） 

 ・ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 13年法律
第 31号）の概要等について行政相談委員機関紙を通じ周知（13年度） 

資料４ 



 

   

 
資料５ 

 

行 政 相 談 実 績 
図１ 受付件数の推移 
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図２ 行政相談窓口別の受付件数（平成 12年度） 
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図３ 行政相談処理件数の内訳（平成 12年度） 
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図４ 苦情要望の主な分野の処理状況(平成 12年度) 
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